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はじめに令和３年度税制改正における改正点



令和3年度税制改正における改正点(その１)
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事前承認制度廃止

タイムスタンプ要件緩和

検索要件緩和

税務署長への事前承認制度が廃止に。

タイムスタンプ付与期間が３営業日以内

⇨ 最長２ヶ月＋７営業日まで緩和。

スキャニング時の自署も不要。そもそも、訂正

または削除のログが確認可能なシステムの場合

はタイムスタンプ自体が不要。

検索要件が「取引年月日」 「取引金額」

「取引先名」の３つのみに。



令和3年度税制改正における改正点(その２)

４
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６

スキャナ保存後の原本廃棄可能

書面保存廃止（宥恕措置あり）

不正へのペナルティ

スキャナ保存後に書面とデータの同等確認

をしていれば、書面原本の廃棄は可能に。

紙での保存が原則禁止に。

電子取引データそのものを要件を満たした

うえで保存する必要あり。

上記①〜⑤の緩和と引き換えに、電子データに

関連して改ざん等の不正があった場合は、通常の

税加算の税率にさらに10%加重されることに…。
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はじめに令和５年度税制改正における改正点



猶予措置による要件緩和

▸2023年末で宥恕措置期間は終わるが、2024年1月１日からは、以下の
猶予措置が導入される

※出所：商工会議所「〜電子取引データの保存要件が緩和されます〜電帳法を正しく理解し適切に対応しましょう！!」(2023年3月現在)より抜粋



電子取引に係るデータ保存制度のスケジュール

宥恕措置
は終了

宥恕措置期間

▸電子取引については、2022年から電子データでの保存が義務である

▸宥恕措置は2023年で終了し、2024年からは新たに猶予措置が始まる

2023年
12月31日

2024年
1月1日

猶予措置開始

猶予措置

が開始

2023年
10月1日

インボイス
制度開始

2022年
1月1日

電子取引に係る

電子データの

保存義務化開始

宥恕措置は終了



宥恕措置

※出所：国税庁パンフレット「電子取引データの保存方法をご確認ください」

▸2022年〜2023年は宥恕措置期間(事前申請不要)で大目に見てもらえた



猶予措置による要件緩和

▸2023年末で宥恕措置期間は終わるが、2024年1月１日からは、以下の
猶予措置が導入される

※出所：商工会議所「〜電子取引データの保存要件が緩和されます〜電帳法を正しく理解し適切に対応しましょう！!」(2023年3月現在)より抜粋



2024年1月からの猶予措置の３つの要件

1

3

2

相当の理由

電子データがダウンロード可能

出力書面が提示可能

保存要件に従って保存することができない相当の理由があると納

税地の税務署長に認められること

税務調査の際に取引情報の電子データをダウンロードでき税務職

員に求められたら渡せる状態(データを消さない)にしておくこと

出力書面を適切に保存したうえで、税務調査の際に提示できる状

態にしておくこと

▸以下の①〜③すべての要件を満たせば、紙出力して保存することも可。



相当の理由とは

▸相当の理由は、資金繰りや人手不足など、かなり幅広に捉えられている。

※出所：国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(令和５年６月)より抜粋



はじめにまとめ



まとめ

▸まず、現状の取引内容を把握することから始めるが、その前に「制度の
概要を把握」できていなければ始まらない！

学び 1
３つの区分のうち、どれの話をしているのか現在地を確認しながら議論
し、ととのえていくことが重要！

学び 2

電子帳簿保存法の対応には、多くのメリットがある。
コスト削減だけでなく、業務効率化にも寄与し得るが、逆目に出るリス
クもある。先行するしくじり事例からの学びを生かして同じ轍を踏まな
いようにする。

学び 3

宥恕措置は2023年末で終わる。2024年からは猶予措置が設けられたと
は言え、未来永劫この猶予措置が続く保証はない。猶予措置が終了する
ことも見据えて可及的速やかに電子取引の電子データを保存するための
対応を検討し、運用を進めていくことが望ましい。
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